
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

○

高

病

原

性

鳥

イ

ン

フ

ル

エ

ン

ザ

の

発

生

に

伴

う

畜

産

課

家

畜

等

の

移

動

等

の

禁

止

の

正

誤

担

当

課

（

室

）

目

次

【

告

示

】

○

特

定

施

設

の

構

造

等

変

更

許

可

申

請

環

境

管

理

課

○

特

定

施

設

の

設

置

及

び

構

造

等

変

更

の

許

可

申

〃

請

○

身

体

障

害

者

手

帳

交

付

の

た

め

の

診

断

を

す

る

障

害

福

祉

課

医

師

の

指

定

及

び

辞

退

○

保

安

林

の

指

定

予

定

治

山

課

【

公

告

】

○

県

営

土

地

改

良

事

業

変

更

計

画

の

縦

覧

耕

地

課

○

公

共

測

量

の

実

施

監

理

課

○

河

川

整

備

計

画

の

変

更

案

の

縦

覧

河

川

課

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

の

完

了

○

〃

〃

【

選

挙

管

理

委

員

会

】

○

政

治

団

体

の

名

称

等

の

公

表

選

挙

管

理

委

員

会

○

政

治

団

体

の

代

表

者

等

の

異

動

〃

○

政

治

団

体

の

解

散

〃

○

資

金

管

理

団

体

の

名

称

等

の

公

表

〃

○

資

金

管

理

団

体

の

指

定

取

消

し

〃

【

正

誤

】

岡

山

県

公

報
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◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
八
十
六
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
申
請
の
あ
っ
た
特
定
施
設
の
構
造
等
の
変
更
の
許
可
申
請
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
特
定
施
設
の
構
造
等
を
変
更
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結

果
に
基
づ
く
事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

１
申
請
の
概
要

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ

て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名

(
1
)

っ

名
称

株
式
会
社
グ
リ

ン
ポ

ト
リ

ー
ー

ー

住
所

岡
山
県
苫
田
郡
鏡
野
町
下
原

番
地
の
１

1
6
4
7

氏
名

代
表
取
締
役
社
長

葛
野

一
彦

工
場
又
は
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地

(
2
)名

称
株
式
会
社
グ
リ

ン
ポ

ト
リ

押
渕
工
場

ー
ー

ー

所
在
地

岡
山
県
津
山
市
押
渕
字
大
土
原

番
地

2
2
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(3) 排水口に関する事項

排 水 口 番 号 Ｎｏ.5～12 Ｎｏ.4 Ｎｏ.3

新設 変 更 前 変 更 後 廃 止
区 分

通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大

水 量（㎥／日） － － 3 6 133 156 130 150

ｐ Ｈ － 5.8～8.6 同左 同左

ＢＯＤ（mg／Ｌ） － － 20 20 30 150 30 160

ＣＯＤ（mg／Ｌ） － － 30 30 30 160 同左

Ｓ Ｓ（mg／Ｌ） － － 50 50 40 190 40 200

油 分（mg／Ｌ） － － 2 2 5 29 5 30

Ｔ－Ｎ（mg／Ｌ） － － 20 20 10 120 10 120

Ｔ－Ｐ（mg／Ｌ） － － 3 3 1 16 1 16

大腸菌群数（個／㎤） － － <3000 <3000 同左 同左

２ 縦覧の期間及び場所
(1) 期 間 令和４年11月25日から同年12月16日まで
(2) 場 所 岡山県環境文化部環境管理課及び津山市役所

令和４年１１月２５日　岡山県公報　第１２４５１号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
八
十
七
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
及
び
第
八
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
の
あ
っ
た
特
定
施
設
の
設
置
及
び
そ
の
構
造
等
の
変
更
の
許
可
申
請
の
概

要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
特
定
施
設
を
設
置
し
、
及
び
そ
の
構
造
等
を
変
更
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に

つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ
く
事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に

供
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

１
申
請
の
概
要

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ

て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名

(
1
)

っ

名
称

カ
ミ
ヨ
千々

木
株
式
会
社

住
所

岡
山
県
井
原
市
上
出
部
町

－
５

5
9

氏
名

取
締
役
社
長

千々
木
弘
道

工
場
又
は
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地

(
2
)名

称
カ
ミ
ヨ
千々

木
株
式
会
社

所
在
地

岡
山
県
井
原
市
上
出
部
町

－
５

5
9
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(3) 特定施設に関する事項

区 分 新 設 変 更 前 変 更 後

32－ニ 32－ニ
有機顔料又は合成染料 有機顔料又は合成染料

種 類 の製造業の用に供する の製造業の用に供する 同左
廃ガス洗浄施設 廃ガス洗浄施設
(16) (11)

能 力 38kg／日 同左 同左

工 事 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに － 許可後直ちに

工 事 完 成 予 定 年 月 日 許可後直ちに － 許可後直ちに

使 用 開 始 予 定 年 月 日 許可後直ちに － 許可後直ちに

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並
２ヶ月に１回稼働 ２ヶ月に１回稼働びにその使用に季節的変動がある場合はそ 同左
連続８時間 連続５時間の概要

使用時において 区 分 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大
当該特定施設か
ら排出される汚 水 量（㎥／日） 0.4 0.5 4.0 5.0 3.6 4.5
水等の汚染状態
の通常の値及び ｐ Ｈ 10～13 10～13 10～13 10～13
最大の値並びに

 当該汚水等の通 ＢＯＤ（㎎／Ｌ） 2,625 3,281 2,691 4,375
常の量及び最大

 の量 ＣＯＤ（mg／Ｌ） 5,370 6,712 5,504 8,950

Ｓ Ｓ（㎎／Ｌ） 12 15 12.3 20 同左

油 分（㎎／Ｌ） 169 211 173 283

Ｔ－Ｎ（㎎／Ｌ） 42 53 43 70

Ｔ－Ｐ（㎎／Ｌ） 9 11 9 17

大腸菌群数（個／㎤） － － － －

備考 種類は、水質汚濁防止法施行令（昭和46年政令第188号）別表第１の号番号及び名称とする。
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(4) 汚水等の処理施設に関する事項

区 分 変 更 前 変 更 後

工 場 又 は 事 業 場 に お け る 施 設 番 号 オゾン処理施設 同左

種 類 及 び 型 式 凝集沈殿オゾン酸化処理施設 同左

構 造 ＳＵＳ316コンクリート 同左

主 要 寸 法 2,100mm×3,980mm 同左

能 力 450㎥／日 同左

処 理 の 方 法 凝集沈殿、オゾン酸化処理 同左

工 事 着 手 予 定 年 月 日 － 許可後直ちに

工 事 完 成 予 定 年 月 日 － 許可後直ちに

使 用 開 始 予 定 年 月 日 － 許可後直ちに

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並
びにその使用に季節的変動がある場合はそ 連続１～８時間 同左
の概要

使用時における 処 理 前 処 理 後 処 理 前 処 理 後
当該汚水等の処 区 分
理施設による処 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大
理前及び処理後
の汚水等の汚染 水 量（㎥／日） 20.5 274.2 34.5 291.7 20.5 274.2 34.5 291.7
状態の通常の値
及び最大の値並 ｐ Ｈ 7～12 7～12 7～8.6 7～8.6 7～12 7～12 7～8.6 7～8.6
びに当該汚水等

 の通常の量及び ＢＯＤ（mg／Ｌ） 91 293 4.8 60 89.6 4,375 4.8 60
最大の量

 ＣＯＤ（mg／Ｌ） 693 1,335 5.8 60 691.2 8,950 5.8 60

   Ｓ Ｓ（mg／Ｌ） 918 1,181 1 26 918 4,625 1 26

油 分（㎎／Ｌ） 6 21 1 5 6 283 1 5

   Ｔ－Ｎ（mg／Ｌ） 18 23 1.65 6 18 70 1.65 6

    Ｔ－Ｐ（mg／Ｌ） 4 5 0.06 0.2 4 17 0.06 0.2

大腸菌群数（個／㎤） 無数 無数 <3,000 <3,000 無数 無数 <3,000 <3,000

(5) 汚水口に関する事項

変更なし

２ 縦覧の期間及び場所

(1) 期 間 令和４年11月25日から同年12月16日まで

(2) 場 所 岡山県環境文化部環境管理課及び井原市役所
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◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
八
十
八
号 

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
の
た
め
の
診
断
を
す
る
医
師
を
令
和
四
年
十
一
月
十
五
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。
ま

た
、
同
項
の
指
定
を
受
け
た
次
の
医
師
に
つ
い
て
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
七
十
八
号
）
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
辞
退
す
る
旨
の
届
出
を
受
理
し
た
。 

令
和
四
年
十
一
月
二
十
五
日 

岡 

山 

県 

知 

事 
 

 

伊 

原 

木 
 

 

隆 
 

 

太 

一 

指
定
し
た
医
師 

 
 

指
定
医
師
名 

 
 
 

 
 
 

診 

療 

科 

目 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

医
療
機
関
の
名
称 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

所 

在 

地 

 

小 

畑 

淳 
史 

 
 

 
 

肢
体
不
自
由
、
腎
臓 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

小
畑
醫
院 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

津
山
市
大
田
四
五
二
―
六 

二 

指
定
を
辞
退
し
た
医
師 

 
 

指
定
医
師
名 

 
 
 

 
 
 

診 

療 

科 

目 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

医
療
機
関
の
名
称 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

所 

在 

地 

 

山 

本 

洸 

一 
 
 

 
 

聴
覚
、
平
衡
、
音
声
・
言
語
機
能
、
そ
し
ゃ
く
機
能 

 
 

 
 

耳
鼻
咽
喉
科 

山
本
医
院 

 
 

 
 

 
 
 

 

津
山
市
南
新
座
三
一 

 

大 

山 
 

 

泰 
 

 
 

 

肢
体
不
自
由
、
心
臓
、
呼
吸
器
、
腎
臓
、
小
腸 

 
 

 
 

 
 

大
山
胃
腸
科
放
射
線
内
科 

 
 

 
 

 
 
 

 

井
原
市
西
江
原
町
一
四
七
〇
―
一 
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◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
八
十
九
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
農
林
水
産
大
臣

か
ら
次
の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

令
和
四
年
十
一
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

岡
山
市
北
区
建
部
町
品
田
字
能
勢
谷
一
三
二
八
の
一
一
五

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

（１）

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

（２）
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（３）
２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（

次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岡
山
県
庁
及
び
岡
山
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦

「

覧
に
供
す
る

）
。
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第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

〔
五
七
四
〕
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）

り

県
営
土
地
改
良
事
業
（
集
落
基
盤
整
備

玉
野
西
地
区

宇
藤
木
水
路
、
加
茂
崎
水
路
、
泉
屋
水

、
路
、
脇
浦
新
田
水
路
、
南
七
区
水
路

計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供

）

す
る
。

こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
不
服
が
あ
る
者
は
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
十
五
日
以
内
に
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
四
年
十
一
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

（
集
落
基
盤
整
備

玉
野
西
地
区

宇
藤
木
水
路
、
加
茂
崎
水
路
、
泉
屋
水

県
営
土
地
改
良
事
業

）
変
更
計
画
書

路
、
脇
浦
新
田
水
路
、
南
七
区
水
路

二

縦
覧
の
期
間

令
和
四
年
十
一
月
二
十
五
日
か
ら
同
年
十
二
月
十
六
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

玉
野
市
役
所
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〔
五
七
五
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
津
山
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が

あ
っ
た
。 

 
 

令
和
四
年
十
一
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

 

  

津
山
市
、
苫
田
郡
鏡

野
町
、
勝
田
郡
勝
央

町
、
同
郡
奈
義
町
及

び
久
米
郡
美
咲
町
地

内 測

量

区

域 

公
共
測
量
（
数
値
地
形
図
デ
ー
タ
作

成
） 

測

量

の

種

類 

令
和
四
年
一
月
二
十
六
日
か
ら

令
和
六
年
一
月
十
日
ま
で 

測

量

期

間 

令和４年１１月２５日　岡山県公報　第１２４５１号



〔
五
七
六
〕
河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
十
六
条
の
二
第
七
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
河
川
整
備
計
画
の
変
更
案
に
つ
い
て
、
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
こ
の
河
川
整
備
計
画
の
変
更
案
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
縦
覧
期
間
の
満
了
の
日
ま
で
に
知

事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

令
和
四
年
十
一
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

河
川
管
理
者 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

変
更
す
る
河
川
整
備
計
画
の
名
称 

一
級
河
川
旭
川
水
系
中
流
ブ
ロ
ッ
ク
河
川
整
備
計
画 

二 

縦
覧
の
期
間 

令
和
四
年
十
一
月
二
十
五
日
か
ら
同
年
十
二
月
二
十
六
日
ま
で 

三 

縦
覧
の
場
所 

岡
山
県
土
木
部
河
川
課
、
岡
山
市
下
水
道
河
川
局
下
水
道
経
営
部
下
水
道
河
川
計
画
課
、
岡
山
市 

北
区
役
所
御
津
支
所
産
業
建
設
課
、
岡
山
市
北
区
役
所
建
部
支
所
産
業
建
設
課
、
赤
磐
市
建
設
事
業

部
建
設
課
、
久
米
南
町
建
設
水
道
課
、
美
咲
町
建
設
課
及
び
吉
備
中
央
町
建
設
課 

令和４年１１月２５日　岡山県公報　第１２４５１号



〔
五
七
七
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
四
年
十
一
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

総
社
市
上
林
字
山
本
二
八
一
―
六 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

総
社
市
門
田
三
二
五
―
一
キ
ャ
ト
ル
セ
ゾ
ン
二
〇
三 

田
邉 

和
寛 

田
邉 

 

和 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
四
年
十
月
十
二
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
二
七
七
号 
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〔
五
七
八
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
四
年
十
一
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

総
社
市
上
林
字
宮
後
八
九
―
一
五
、
字
山
本
二
八
一
―
七 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

倉
敷
市
中
島
一
三
〇
五
―
一
サ
ン
ラ
イ
フ
・
チ
ェ
リ
オ
二
〇
二
号 

吉
田 

啓
史 

吉
田 

幸
恵 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
四
年
十
月
十
二
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
二
七
八
号 

令和４年１１月２５日　岡山県公報　第１２４５１号



◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
七
十
六
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
四
年
十
一
月
二
十
五
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

大

林

裕

一

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

会
計
責
任
者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届
出
年
月
日

天
野
英
雄
後
援
会

天

野

英

雄

清

水

明

笠
岡
市
笠
岡
一
八
六
三

一

令
和
四

・
一
〇
・

三

－

市
真
奈
美
後
援
会

市

真
奈
美

市

真
奈
美

津
山
市
山
北
六
三
六

一
二

〃

一
〇
・

四

－

上
山
は
る
う
み
後
援
会

中

山

肇

三

浦

光
一
朗

〃

小
原
一
〇
九
一

一
三

〃

一
〇
・
二
八

－

桑
田
け
い
子
後
援
会

桑

田

桂

子

桑

田

郁

久

岡
山
市
中
区
土
田
一
六
九

一
六

〃

一
〇
・
一
三

－

す
み
や
忍
後
援
会

角

屋

忍

角

屋

淳

子

〃

北
区
青
江
五

五

四

Ａ
一
〇
二

〃

〃

－
－

－

長
岡
ま
さ
か
つ
後
援
会

長

岡

将

克

長

岡

広

子

〃

〃

北
方
二

五

二
六

四

〃

〃

－
－

－

難
波
啓
祐
後
援
会

難

波

啓

祐

難

波

啓

祐

浅
口
郡
里
庄
町
新
庄
二
七
一
四

三

〃

一
〇
・
三
一

－

早
野
け
ん
一
を
応
援
す
る
会

早

野

賢

一

早

野

優

子

岡
山
市
中
区
乙
多
見
三
四
二

一
五

〃

一
〇
・
一
三

－

福
本
崇
後
援
会

福

本

崇

福

本

崇

玉
野
市
和
田
五

九

二
一

〃

一
〇
・
三
一

－
－

山
田
ひ
ろ
子
後
援
会

山

田

浩

子

山

田

敬

治

和
気
郡
和
気
町
大
中
山
九
八
一

一

〃

一
〇
・
一
三

－

わ
く
わ
く
す
る
市
政
を
創
る
会

清

水

信

光

清

水

信

光

岡
山
市
中
区
清
水
三
四
六

一
Ｇ
Ｖ
備
岡
三
〇
二

〃

一
〇
・

四

－

令和４年１１月２５日　岡山県公報　第１２４５１号



◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
七
十
七
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
四
年
十
一
月
二
十
五
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

大

林

裕

一

一

政
党
の
支
部

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

参
政
党
岡
山
支
部

寺

田

宗

清

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
二
号
に
係
る
国
会

令
和
四

・
一
〇
・
二
〇

区
分

議
員
関
係
政
治
団
体

〃

〃

政
治
団
体
の
区
分

政
党
の
支
部

そ
の
他
の
政
治
団
体
の
支
部

〃

〃

自
由
民
主
党
御
津
支
部

杉

本

博

会
計
責
任
者
の
氏
名

林

喜
美
子

中

務

眞

次

〃

一
〇
・
一
六

立
憲
民
主
党
岡
山
県
第
１
区

原

田

謙

介

代
表
者
の
氏
名

原

田

謙

介

柚

木

道

義

〃

一
〇
・
一
九

総
支
部

立
憲
民
主
党
岡
山
県
第
５
区

は

た

と
も
こ

〃

は

た

と
も
こ

柚

木

道

義

〃

〃

総
支
部

二

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

佐
古
か
ず
た
後
援
会

髙

杉

恭
一
郎

代
表
者
の
氏
名

髙

杉

恭
一
郎

石

井

啓

二

令
和
四

・
一
〇
・

三

Ｔ
Ｋ
Ｃ
平
沼
正
二
郎
政
経
研

宇

野

元

浩

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岡
山
市
南
区
豊
成
一

五

三
税
理
士
法
人
エ

岡
山
市
南
区
豊
成
一

五

三

〃

一
〇
・

一

－
－

－
－

究
会

フ
・
エ
ム
・
エ
ス
内

わ
た
な
べ
直
子
後
援
会

渡

邉

直

子

政
治
団
体
の
名
称

わ
た
な
べ
直
子
後
援
会

渡
辺
直
子
後
援
会

〃

〃

令和４年１１月２５日　岡山県公報　第１２４５１号



◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
七
十
八
号 

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

令
和
四
年
十
一
月
二
十
五
日 

岡 

山 

県 

選 

挙 

管 

理 

委 

員 

会 

委 
 

員 
 

長 
 

 

大 
 

 

林 
 

 

裕 
 

 

一 
 

 
 

 

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
） 

 
 

政
治
団
体
の
名
称 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

解
散
年
月
日 

 

信
念 

想
い
を
カ
タ
チ
に 

千
田
ま
さ
ひ
ろ
後
援
会 

美
作
の
未
来
を
考
え
る
会 

       
 

 
 

 
 

 
 

 
  

千 

田 

昌 

寛 

千 

田 

昌 

寛 

花 

房 
 

 

尚 

  

令
和
四 

・ 

九
・
三
〇 

〃 
 

 
 

〃 

〃 
 

 
 

一
〇
・ 

一 
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
七
十
九
号 

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

令
和
四
年
十
一
月
二
十
五
日 

岡 

山 

県 

選 

挙 

管 

理 

委 

員 

会 

委 
 

員 
 

長 
 

 

大 
 

 

林 
 

 

裕 
 
 

一 
 

 
 

 
 

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た 

 

公
職
の
種
類 

 
 
 

 
 

資
金
管
理
団
体
の
名
称 

 
 

 
 
 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

指
定
年
月
日 

 
 

者
（
代
表
者
）
の
氏
名 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

      

天 

野 

英 

雄 

桑 

田 

桂 

子 

角 

屋 
 

 

忍 

長 

岡 

将 

克 

早 

野 

賢 

一 

山 

田 

浩 

子 

    

      

岡
山
県
議
会
議
員 

岡
山
市
議
会
議
員 

岡
山
県
議
会
議
員 

岡
山
市
議
会
議
員 

岡
山
市
議
会
議
員 

和
気
町
議
会
議
員 

  

 

天
野
英
雄
後
援
会 

桑
田
け
い
子
後
援
会 

す
み
や
忍
後
援
会 

長
岡
ま
さ
か
つ
後
援
会 

早
野
け
ん
一
を
応
援
す
る
会 

山
田
ひ
ろ
子
後
援
会 

   

 

笠
岡
市
笠
岡
一
八
六
三
―
一 

岡
山
市
中
区
土
田
一
六
九
―
一
六 

〃 
 

北
区
青
江
五
―
五
―
四
―
Ａ
一
〇
二 

〃 
 

〃 

北
方
二
―
五
―
二
六
―
四 

〃 
 

中
区
乙
多
見
三
四
二
―
一
五 

和
気
郡
和
気
町
大
中
山
九
八
一
―
一 

 

 令
和
四 

・
一
〇
・ 

三 

〃 
 

 
 

一
〇
・
一
三 

〃 
 

 
 

〃 

〃 
 

 
 

〃 

〃 
 

 
 

〃 
 

〃 
 

 
 

〃 

     

令和４年１１月２５日　岡山県公報　第１２４５１号



◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
八
十
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う

）
第
十
九
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
で
な
く
な
っ
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

。

令
和
四
年
十
一
月
二
十
五
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

大

林

裕

一

法
第
十
九
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
届
出

資
金
管
理
団
体
の
届

資
金
管
理
団
体
で

資
金
管
理
団
体
の
名
称

出
を
し
た
者
の
氏
名

な
く
な
っ
た
年
月
日

千

田

昌

寛

千
田
ま
さ
ひ
ろ
後
援
会

令
和
四

・

九
・
三
〇

令和４年１１月２５日　岡山県公報　第１２４５１号



〔
九
〕
令
和
四
年
十
一
月
四
日
付
け
（
号
外
）
公
布
岡
山
県
告
示
第
四
百
七
十
一
号
の
二
（
高
病
原
性

鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
発
生
に
伴
う
家
畜
等
の
移
動
等
の
禁
止
）
に
誤
り
が
あ
っ
た
。

行

誤

正

岡
山
県
告
示
第
四
百
七
十
一
の
二
号

岡
山
県
告
示
第
四
百
七
十
一
号
の
二

一

令和４年１１月２５日　岡山県公報　第１２４５１号




